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介護老人保健施設ファンコート泉 

重要事項説明書 
＜ 令和 8 年 6月 1日 現在 ＞ 

 

１．事業の目的及び運営の方針 

目 的 介護老人保健施設ファンコート泉は、医学、看護的管理の下、介護や機能訓練、その他必要

な医療と日常の生活上のお世話を通じた介護保健施設サービスを提供することで、入所者

様の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に復

帰することができるように支援することを目的とした施設です。 

 

方 針「お客様第一」の基本精神の元に、常に明るく家庭的な雰囲気を保ち、安心して利用していた

だける施設とします。また、地域に開かれた施設として、地域との連携を密に行い、総合的

なサービスの提供に努めます。 

 

２．施設の概要 

（１）施設の名称等 

      施設名       介護老人保健施設ファンコート泉 

      開設年月日     平成２９年６月１日 

         所在地       宮城県仙台市泉区西田中字萱場中 37-1 

      電話番号      022-347-4850 

         ＦＡＸ番号     022-347-4851 

      管理者       坂東毅彦 

         介護保険指定番号  介護老人保健施設 仙台市 0455580076 号（平成２９年６月１日） 

 

（２）施設の職員体制及び勤務体制 

 職員体制 
（１） 管理者（施設長）              １名（常勤兼務） 

（２） 医師                          １名（兼務） 

（３） 非常勤医師           １名 

（４） 非常勤薬剤師                    １名 

（５） 看護職員                       １０名以上（兼務） 

（６） 介護職員                       ２４名以上（兼務） 

（７） 支援相談員                      １名以上（兼務） 

（８） 理学療法士・作業療法士、言語聴覚士    １名以上（兼務） 

（９）  管理栄養士           １名以上（兼務） 

（10）  栄養士             １名以上（兼務） 

（11） 介護支援専門員                  １名以上 

（12） 事務職員            １名以上（兼務） 

（13） 調理職員            １名以上（兼務） 

（14） その他の職員         １名以上（兼務） 

 

（３）入所定員等 

     入所者    １００名 （ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護を含む ） 

 

（４）サービス内容 

 < ケアサービス > 

  当事業所でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に復帰いただける状態に

なれるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、入所者様にかかわる
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あらゆる職種の職員の協議を元に、介護支援専門員によって作成されます。その際、入所者様ご

本人そのご家族の希望を十分に取り入れ、また計画の内容については、同意をいただくように

なります。 

✽ 医   療  － 介護老人保健施設は、入院の必要の無い程度の要介護者を対象としていま

すが、医師・看護職員が常勤していますので、入所者様の状態に照らして

適切な医療・看護を行います。 

✽ 介    護  － 施設サービス計画に基づいて実施します。 

✽ 機能訓練  － 原則として機能訓練室にて行いますが、施設内のすべての活動が機能訓練

のためのリハビリテーション効果を期待したものです。 

✽ 口腔ケア  － 口腔ケアチェック表をもとに毎日のケアを指導します。 

    

< 生活サービス > 

      入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるように、常に入所者様の立場

に立ったサービスを提供します。 

✽ 療 養 室 － ユニット型個室 １００室 

✽ 食  事 － 管理栄養士が立てる献立表により、栄養と入所者様の身体状況を考慮した

バラエティーに富んだ食事を提供します。 

（朝食 ８：００～  昼食 １２：００～   夕食 １８：００～） 

✽ 入  浴 － 週２回以上 

一般浴槽と特別浴槽があり、入所者様の状態に合わせた入浴方法で介助さ

せていただきます。ただし、入所者様の身体の状況に応じて清拭となる場合

があります。 

✽ 理・美 容 － 理・美容サービスを提供します（別途料金をいただきます）。 

 

   < 相談援助サービス > 

    ・日常生活に関する悩みや介護サービスに関すること等なんでもご相談ください。 

・行政手続代行 

・その他 

※これらのサービスの中には、入所者様の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものも

ありますのでご相談ください。 

 

３．利用料金 

（１）基本料金・その他の料金 

     ご利用料金のご案内〔別添〕をご参照ください。 

 

（２）支払い方法 

① 毎月１０日までに、前月分の請求書を発行します。 

② お支払いは、原則として預金口座自動引落しでお願い致します（引き落とし日は郵便局が

毎月２５日、七十七銀行が毎月２７日となり、その日が営業休止日の時には翌営業日とな

ります）。但し、預金口座自動引落しができない場合は契約時にご相談ください。 

③ 事業所の職員は金銭のお預かりはいたしませんのでご了承ください。 

※入所者様がまだ要介護認定を受けていない場合 

＊サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けたあと 

自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

認定が「自立」「要支援」の場合は、全額自己負担になります。 

＊償還払いの場合は、入所者様が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した 
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「サービス提供証明書」を交付します。 

※介護保険料滞納により償還払い（施設に１０割を一旦払う方式）となる場合があります。 

 

４．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

当事業所と契約締結後、施設サービス計画書を作成しサービスの提供を開始します。 

 

（２）サービスの利用終了 

① 入所者様からの解除 

入所者様の都合により介護保健施設サービスを終了する場合は、速やかに支援相談員にお申

し出ください。 

② 当事業所からの解除 

当事業所は、入所者様に対し、次に掲げる場合には、約款に基づく入所利用を解除・終了する

ことができます。 

＊入所者様が要介護認定において要支援又は自立と認定された場合 

＊入所者様が定期的に実施される入所継続判定会議において、退所し居宅において生活でき

ると判断された場合 

＊入所者様の病状、心身状態等が著しく悪化し、当事業所での適切な介護保健施設サービスの

提供を超えると判断された場合 

＊入所者様が、本約款に定める利用料金の支払を催告したにもかかわらず、その支払が３ヶ月

以上遅延した場合 

＊入所者様が、当事業所、当事業所の職員又は他の入所者様等に対して、利用継続が困難とな

る程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

＊天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当事業所を利用させること

ができない場合 

 

５．緊急時の対応 

入所利用中に入所者様の心身状態に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに入所者様が指定

する者（主治医、ご家族等）へ連絡、搬送する等の措置を講じます。 

 

６．事故発生時の対応 

  当事業所サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに入所者様のご家族及び保険者等に

連絡するとともに、原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

 

 

７．非常災害対策 

（１）別途定める「ファンコート泉消防計画」にのっとり対応します。 

 

（２）近隣地域住民による防災協力会を設置し、非常時の応援を約束しています。 

 

（３）別途定める「ファンコート泉消防計画」にのっとり、年２回夜間及び昼間を想定した 

避難訓練を入所者様も参加して実施します。 

 

８．個人情報の保護 

（１）当事業所は、入所者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策

定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守
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し適切な取扱いに努めます。 

 

（２）当事業所が得た入所者様の個人情報については、介護サービス提供以外の目的では原則的に利用

しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入所者様又はその代理人の了解を得

るものとします。 

※当事業所における個人情報の取り扱い（個人情報に関する基本方針）は、当事業所のホームペ

ージで公表しています。 

 

９．身体拘束等の排除  

当事業所は、入所者様の人格尊重の理念のもとに、身体拘束等の排除に取り組み高齢者虐待防止

運動に務めます。但し、入所者様又は他の入所者様等の生命または身体を保護するため緊急を要

し、他に代替の方法がなく止むを得ず身体拘束を実施する場合は、ご家族等の同意を得ることと

します。  

 

10.虐待の防止について 

（１）事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知

徹底を図っています。 

②虐待の防止のための指針を整備しています。 

③職員に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施しています。 

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。 

虐待の防止に関する担当者 支援相談員 

（２）サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報し

ます。 

 

11. 要望及び苦情等の相談 

（１）当事業所入所者様ならびにご家族・関係者のご意見・苦情の受付窓口は、支援相談員が承らせて

いただきますので、お気軽にご相談ください。 

              受付窓口担当者  支援相談員   

受 付 日 時  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０ 

電 話 番 号  総合相談室 ０２２－３４７－４８５０ 

苦情解決責任者  管理者 坂東毅彦 

そのほか、当事業所に備えつけられた「ご意見箱」をご利用ください。 

 

（２）当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることもできます。 

＊第三者委員        橋本由起子・星 次 

＊仙台市介護事業支援課施設指導係  ０２２－２１４－８３１８ 

＊宮城県運営適正化委員会      ０２２－２２５－８４７６ 

 
（３）当事業所では、第三者評価の実施はありません。 

    但し、湖山医療福祉グループとしてサービス改善評価を実施しています。 

 

12. 協力医療機関等 

      当事業所では、下記の医療機関に協力をいただき、入所者様の状態が急変した場合には、速やかに
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対応をお願いするようにしています。 

 

（１） 協力医療機関 

            名 称    医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院 

住 所    仙台市泉区高玉町９－８ 

    ＴＥＬ  ０２２－７７１－５１１１ 

    名 称    社会医療法人 康陽会 中嶋病院 

    住 所    仙台市宮城野区大梶１５－２７ 

    ＴＥＬ  ０２２－２９１－５１９１ 

    名 称    国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 

    住 所    仙台市青葉区国分町二丁目３－１１ 

    ＴＥＬ  ０２２－２２７－２２１１ 

    名 称    イムス明理会 仙台総合病院 

    住 所    仙台市青葉区中央４丁目５番１号 

    ＴＥＬ  ０２２－２６８－３１５０ 

 

（２） 協力歯科医療機関 

        名 称    住吉台歯科医院 

        住 所    仙台市泉区住吉台東１－２－４ 

    ＴＥＬ  ０２２－３７６－２５５２ 

    名 称  なごみ歯科仙台 

    住 所  仙台市青葉区中央２－７－３０ 角川ビル１０６ 

    ＴＥＬ  ０２２－３０２－４１１８ 

 

（３）他機関・施設との連携 

施設での対応が困難な状態や、専門的な対応が必要になった場合には、責任を持って他の機

関を紹介しますので、ご安心ください。 

 

13．賠償責任について 

（１）介護保健施設サービスの提供に伴って当事業所の責に帰すべき事由によって、入所者様が損

害を被った場合、当事業所は入所者様に対して、損害を賠償するものとします。 

 

（２）入所者様の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害を被った場合、入所者様は、当事業

所に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

14．当事業所利用に当たっての留意事項 

    ① 面   会    ・・・来訪者は面会時間を遵守し、面会簿等にご記入お願いします。 

                 （ 面会時間  ９：００～１８：１５ ） 

② 外出・外泊   ・・・指定の用紙にご記入し、申し出てください。 

６日を限度とし、ご家族との連絡の上で外泊調整します。 

    ③ 飲酒・喫煙   ・・・居室での飲酒・喫煙はご遠慮ください。敷地内禁煙です。 

    ④ 火気の取扱い  ・・・火気防止の為、ライター・マッチ等の持ち込みは出来ません。 

⑤ 所持品・備品等の持ち込み 

・・・ご家庭で使用されていた品物を持ち込むことも可能です。 

⑥ 金銭・貴重品の管理・・現金・貴金属類は、万が一紛失の場合、他の入所者様に迷惑が及ぶ 

場合も想定されますので、くれぐれも持参しないで下さい。仮に金
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品を所持された場合は、入所者様の自己責任のもとで管理し、紛失

に際して当事業所は一切の賠償に応じ兼ねますのでご注意下さい。 

⑦ 外泊時等の施設外での受診 

        ・・・入所期間中の病院受診はできません。やむをえず、受診されなけれ

ばならない状態になった時には、施設に連絡をお願いします。 

    ⑧ ペットの持ち込み・・・原則としてできません。 

⑨ 禁止事項    ・・・施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、

入所者様の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止しま

す。 
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   年   月   日 

 

介護老人保健施設ファンコート泉を入所利用するに当たり、入所者様に対して重要な事項を説明しま

した。 

  

 

事業者  

     所在地  宮城県仙台市泉区西田中字萱場中３７－１ 

     名 称  介護老人保健施設ファンコート泉 

          介護保険指定番号 介護老人保健施設 仙台市 0455580076 号 

           

代表者  理事長  乾 清重           印 

 

説明者  氏 名                 印 

 

 

 

 

 

 
私は、事業者から介護老人保健施設入所利用についての重要事項について、説明を受け、内容に同意

し、交付を受けました。 

 

 

入所者    

住 所 

 

 

       氏 名                     印 

 

 

 

 御家族(保証人)    

住 所 

 

 

       氏 名                     印 

 

 

 


